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～ 中小企業の役に立ち、中小企業に信頼される県内産業の振興拠点を目指して ～
「新中期経営計画」スタート！

　平成20年4月に財団法人神奈川中小企業センター（中小企業センター）と社団法人神
奈川県産業貿易振興協会（神産貿）とが統合して財団法人神奈川産業振興センター（KIP）
が誕生しましたが、これまで、KIPでは、中小企業センターが平成19年5月に策定した「中
期経営計画2007」に基づいて事業を行ってきました。
　しかしながら、中小企業センターと神産貿との統合の効果を早期に実現するためには、
両者の組織・事業を有機的に融合させる必要があります。
　そこで、本年4月に施行された「神奈川県中小企業活性化推進条例」で示されたKIPへの
期待や役割なども踏まえて、新たな中期経営計画を策定することとしました。
　なお、KIPでは、平成20年12月に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律（公益法人認定法）」に基づく「公益財団法人」への移行を目指しており、早
期かつ円滑に認定を受けるための組織、事業構成、会計処理等の見直しも、新中期経営計
画に盛り込みました。

「新中期経営計画」が目指すKIPの姿

　公的支援の減少や競合する支援機関等の増大など、
KIPを取り巻く環境は厳しいものがあるが、

中小企業の支援ニーズに的確に対応することにより、
中小企業の役に立ち、
中小企業から信頼される、
県内産業振興の“真”の拠点になることを目指す。

同時に、経営基盤を確立することにより、
“持続可能なKIP”となることを目指す。

　KIPは、神奈川県知事から、中小企業支援法に基づく「神奈
川県中小企業支援センター」の指定を受けています。
　したがって、

という役割が期待されています。
　その役割を果たすために、KIPおよびKIP役職員はKIPの
あるべき姿を次のとおりイメージし、その実現に向けてベ
クトルを合わせて行動してまいります。

県内のすべての中小企業が抱えるさまざまな悩みを受け
止める。

・

県内のさまざまな支援機関の連携・協働をコーディネー
トすることにより、それぞれが実施している中小企業支
援策をより効果的かつ効率的なものにする。

・
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「新中期経営計画」に基づく新組織
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　新中期経営計画を着実に推進するため、「最適な支援への誘導」、「企業ニーズに対応した支援事
業の展開」、「支援機関との連携・協働の推進」、「KIPの活動を支える事業の推進」の４つの柱で構
成する新たな事業体系を構築しました。

新たな事業体系

■ 最適な支援への誘導

　KIPは、神奈川県知事から、中小企業支援法に基づく
「神奈川県中小企業支援センター」の指定を受けてい
ます。『最適な支援への誘導』は、このことを再認識し、
「県内のすべての中小企業が抱えるさまざまな経営課
題」を受け止め、それらの課題の解決に向けて、最適な
支援へ確実に誘導するためのメニューを盛り込みま
した。もちろん、KIPだけですべての課題を解決に導け
るわけではありませんので、さまざまな支援機関が提
供する支援メニューも含めた「最適な支援」へ、中小企
業の皆さまを誘導します。

■ 企業ニーズに対応した支援事業の展開

　『企業ニーズに対応した支援事業の展開』には、KIP
が中小企業のさまざまな課題の解決をお手伝いする
ために用意した支援メニューを盛り込みました。
　「経営安定・経営革新支援」と「創業促進・事業拡大支
援」という二本柱に、それらに共通する支援メニュー
として「販路開拓支援」、「資金支援」、「国際化支援」を
掲げています。

■ 支援機関との連携・協働の推進

　『支援機関との連携・協働の推進』は、KIPが「神奈川県
中小企業支援センター」として、行政、支援機関、研究機
関、金融機関などとの連携・協働を積極的にコーディネー
トしていくことを示したものです。今後、「中小企業地域
支援機関連携促進会議」や「地域プラットフォーム推進
会議」など既存の組織の活動の活性化を図るとともに、
複数の組織との連携だけでなく、1対1の個別連携も含め
て、成果の上がる連携関係を構築してまいります。

■ KIPの活動を支える事業の推進

　『KIPの活動を支える事業の推進』は、中小企業セン
タービルの運営など、安定的に自主財源を確保するた
めの事業を盛り込みました。既存の事業だけでなく、
新たな収益事業の開発にも取り組みます。
　また、「KIP会運営」は、神産貿から引き継いだ会員や
部会活動を基に平成20年６月に発足した「KIP会」の
活動に関する事業で、「KIP会」を活性化することによ
り、会員の満足度を高めるとともに、新たなKIPの利用
者の開拓につなげてまいります。

新たな事業体系のイメージ

最適な支援への誘導 企業ニーズに対応した
支援事業の展開

KIPの活動を支える事業の推進
（ビル運営・万葉荘運営・有料イベント開催・KIP会運営など）

ワンストップ相談

情報提供

調査・分析

販路開拓支援

資金支援

国際化支援

 経営安定・
経営革新支援

 創業促進・
事業拡大支援

支援機関との連携・協働の推進
（行政・支援機関・研究機関・金融機関など）



平成21年度に実施する事業の概要
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　平成21年度は、新たな事業体系に基づき、次の事業
を実施します。

　県産業技術センターと連携して経営と技術の一体
的相談などを実施するほか、地域県政総合センターや
商工会・商工会議所等との連携・協働を推進し、県内全
域で中小企業者等のニーズを踏まえた支援事業を展
開します。

Ⅲ 支援機関との連携・協働の推進

Ⅰ 最適な支援への誘導

中小企業者等からのKIPに寄せられる相談を、経営
総合相談室で集約し、KIP内だけでなく他の支援機
関等のさまざまな支援メニューの中で、最適なもの
に誘導するとともに、適切なフォローアップを行っ
ていきます。
また、KIPや公的支援機関の支援サービスの利用を
促進するために、より多くの中小企業者等にKIPや
県内の支援機関の各種事業の情報を発信するほか、
中小企業者等の経営判断の材料となる景気動向や
経営環境に関する情報を提供するため、景況調査等
を実施します。

・

・

Ⅱ 企業ニーズに対応した支援事業の展開

　中小企業者等が抱えるさまざまな経営課題の解決
に向けて、企業の状況に応じた適切な方策により支援
します。

　KIPの自主財源を確保することにより財政基盤を安
定させるため、「神奈川中小企業センタービル」および
湯河原温泉「万葉荘」の運営などを行います。
　また、KIPの事業活動を円滑に実施するための「新中
期経営計画」に対応した組織の整備や職員の能力開発
などを実施するほか、平成20年12月にスタートした
新公益法人制度に基づく公益財団法人への移行を円
滑に推進するために事業構成・会計処理などの見直し
を行います。

Ⅳ KIPの活動を支える事業

　国からの委託により、「中小企業再生支援協議会」、
「地域力連携拠点事業・事業承継支援センター」および
「新現役チャレンジ支援事務局」の運営を行います。

Ⅴ その他

[経営安定・経営革新支援]
　中小企業者の経営革新を促進するため、中小企業に
専門家を派遣して専門的な診断・助言を行うほか、中
心市街地活性化を図るための事業への助成や新規開
業を目指す商業者等に対する支援を行います。

[創業促進・事業拡大支援]
　有望なビジネスプランを有する中小企業者等を対象
に、KIPや県・国等の支援メニューを総合的に活用して、
創業や新分野進出の実現まで継続的に支援します（ハン
ズオン支援：「ビジネス可能性評価事業」「コンソーシア
ム事業」）。
　また、ベンチャー企業等が投資家や事業パートナーを
見つけるためのビジネスプラン発表の場（かながわビジ
ネスオーディション）を提供するほか、知的財産の戦略
的活用の促進支援などを行います。

[販路開拓支援]
　中小企業者の安定的な受注量の確保と経営基盤の
強化を図るため、新たな取引先を紹介する取引あっせ
んや受・発注商談会の開催などを行うほか、県内中小
企業者等の優れた技術や開発製品を紹介する工業技
術見本市の開催や営業活動を始めて間もないベン
チャー企業の販路拡大支援に取り組みます。

［資金支援］
　小規模企業者等の創業または経営基盤強化を目的
とした設備導入を支援するため、設備の貸与や設備資
金貸付を行うとともに、県制度融資が効果的に運用さ
れるよう資金の調達管理業務を実施します。

［国際化支援］
　大連事務所で中国企業の県内への誘致プロモー
ションを実施するほか、県内企業の国際化を支援する
ため、経済情報収集・投資環境等の調査・現地での便宜
供与、県内企業者の海外進出や貿易取引等の国際ビジ
ネス展開の支援に向けてのセミナー開催、国際ビジネ
スミッション派遣などを行います。

［人材育成支援］
　ベンチャー向け創業セミナーや個別企業ニーズに
対応したセミナー・研修を実施するほか、「ムダ取り」
や「省エネ」など中小企業の関心が高い効果の見える
セミナーにも取り組みます。
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　KIPは、平成21年6月1日から「新中期経営計画」に基づき事業を行っております。
　その計画の中の「新たな事業体系」では、「最適な支援への誘導」をKIPが果たすべき第一
の役割に位置づけました。
　これは、KIPが、中小企業支援法に基づく「神奈川県中小企業支援センター」として、県内
のすべての中小企業の皆さまが抱えるさまざまな経営課題を受け止め、その解決に向け
て、KIPだけでなく、県内のすべての中小企業支援機関と連携して、最適な支援を行うとい
う決意を示したものです。
　次のような、さまざまな相談窓口を用意して、皆さまのご利用をお待ちしております。
　どうぞ、お気軽にご利用ください！

～ あなたを「最適な支援」へ誘導します ～
まずはお気軽にご相談ください！

●問い合わせ
　経営総合相談窓口　TEL 045（633）5200

ワンストップ経営総合相談窓口

経営・技術総合相談センター

予約の有無

内容

要予約予約不要

曜日

月

火

水

木

金

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

販売
戦略

◯

労務

◯

税務

◯

◯

◯

◯

◯

技術

◯

◯

◯

◯

国際
取引 情報化

◯

◯

知財
戦略

午後のみ

◯

◯

◯

◯

◯注3

経営全般

【ご注意ください！】
デザイン相談の窓口開設時間は、9時30分から16時30分になります。
弁護士による法律相談は、毎週水曜日の13時から16時で、予約制となります。
なお、弁護士による法律相談は来所相談のみで、お電話でのご相談はお受けで
きませんので、ご承知おきください。
情報化相談は、金曜日のみ予約なしでもお受けします。
「経営全般」と「技術」以外の相談は都合により中止する場合がありますので、
あらかじめお電話でご確認されることをおすすめします。

注1
注2

注3
  ※

　中小企業の皆さまが抱える経営上のさまざまな課
題や創業、新規事業、国際取引、技術面の問題に関する
ことなどについて中小企業診断士、社会保険労務士、

税理士、弁護士等の専門家または職員が、無料で相談・
助言を行っています。
窓口開設時間：8時30分～17時15分

法律
注2デザ

イン

注1

創業 経営
革新 金融 受発注 新連携

総合
相談窓口

地域
相談窓口

（財）神奈川産業振興センター

神奈川県産業技術センター

横須賀三浦地域県政総合センター

足柄上地域県政総合センター

西湘地域県政総合センター

名称 所管区域

　県内中小企業を、経営面から支援するKIPと技術面か
ら支援する神奈川県産業技術センターが連携して、中小
企業からの技術、経営、金融などの相談にワンストップ
で対応する総合相談窓口を設置しています。

　また、横須賀三浦と足柄上、西湘の各地域県政総合セ
ンターに、地域相談窓口を設置し、経営と技術について
の相談や相談員が地元企業に出向く出前相談等を行っ
ています。

神奈川県全域

神奈川県全域

相談受付
経営総合相談室　045(633)5200（直通）
http://www.kipc.or.jp/
技術支援推進部 交流相談支援室　046(236)1510（直通）
http://www.kanagawa-iri.go.jp/

商工労働部　商工観光課　046(823)0433（直通）

商工労働部　商工観光課　0465(83)5111（代表）

商工労働部　商工観光課　0465(32)8000（代表）小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
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〔過去の事例〕
・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の立て方の勉強会および個別指導
・商店街の活性化策の研究会および個店の経営改善相談
・コミュニティビジネスをビジネスとして継続させるための研究会および個別相談　など

●問い合わせ　経営改善支援課　TEL 045（633）5202

●問い合わせ　経営総合相談窓口　TEL 045（633）5200

土曜経営相談サテライトステーション

診断士経営・金融相談

地域巡回総合指導

　KIPをご利用いただいていない皆さまに、KIPを身近に
感じていただき、それぞれのご要望に沿った経営改善の
お手伝いをさせていただくために、横浜市域・川崎市域以
外に立地する中小企業者の団体や商店街の皆さまを対象
に、地域の中小企業支援団体等とも連携して「地域巡回総
合指導」を行っています。

　この事業は、支援を希望される団体や商店街などに専
門家を派遣して勉強会や研究会を開催するもので、勉強
会終了後に個別相談を実施することもできますので、皆
さまのさまざまなご要望に対応することができます。
　総合指導をご希望の方、この制度にご興味をお持ちの
方は、お気軽に、経営改善支援課にお問い合わせください。

　「仕事が休みの時でないと相談できない」という創業
を目指している方々や、「平日はじっくり相談できな
い」という中小企業の皆さまのために、6つの商工会議
所と連携して、次のとおり「土曜経営相談サテライトス

テーション」を開催しています。
　事前予約制となっておりますので、ご相談をご希望
の方は、それぞれの商工会議所にご連絡ください。

　KIPと神奈川県信用保証協会との連携事業の一環と
して、毎週金曜日に、4階「総合相談窓口」で、保証協会職
員による「診断士経営・金融相談」を実施しています。
　この相談は、中小企業の皆さまや創業をお考えの皆さ

まがお抱えになっている「事業資金の借入」や「保証」な
どに関するお悩みに、中小企業支援のスペシャリストで
ある保証協会の中小企業診断士がお答えするものです。
　予約は不要ですので、お気軽にご利用ください。
窓口開設時間：9時～17時

〔こんな時ご相談ください！〕
・資金調達にあった保証商品を知りたい　 ・創業したい　 ・財務面でのアドバイスが欲しい　など

〔委託商工会議所〕
会場 開催日 問い合わせ先

横須賀商工会議所
（横須賀市平成町2-14-4）

藤沢商工会議所
（藤沢市藤沢109-6　湘南NDビル7階）

おだわら街なか起業家支援センター
（小田原市栄町1-2-1　小田原駅前ビル4階）

相模原市立産業会館
（相模原市中央3-12-1）

厚木商工会議所
（厚木市栄町1-16-15）

平塚商工会議所
（平塚市松風町2-10）

横須賀商工会議所　企業振興課
TEL  046（823）0407

藤沢商工会議所　経営支援部
TEL  0466（27）8888

小田原箱根商工会議所　中小企業相談所
TEL  0465（23）1811

相模原商工会議所　経営支援課
TEL  042（753）8135

厚木商工会議所　経営支援課
TEL  046（221）2153

平塚商工会議所　工業指導課
TEL  0463（22）2512

7/11、8/8、9/12、10/10、
11/14、12/12、1/9、2/13

6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、
11/21、12/19、1/16、2/20

6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、
11/21、12/19、1/16、2/20

6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、
11/21、12/19、1/16、2/20

7/25、8/15、9/19、10/17、
11/21、12/19、1/16、2/20

6/27、7/25、8/22、9/26、10/24、
11/28、12/19、1/23、2/27
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　今年も、11月25日（水）に神奈川中小企業センタービルで「かながわビジネスオーディション」を
開催します。
　今回、オーディションをより魅力あるものにするために「神奈川県知事賞（副賞：50万円）」、そし
て、新たに設ける「アイデア部門」の応募者から選定する「アイデア賞（副賞：10万円）を設けました。
　また、ご応募していただきやすくするために、審査を「二段階」にし、第一次審査は、「かながわビ
ジネスオーディション申込書（ビジネスプラン概要など）」のみで審査することにしました。
　あなたが練りに練った「ビジネスプラン」、あるいは、ずーっと頭の中にある「ビジネスアイデア」
で「かながわビジネスオーディション2009」に挑戦してみませんか？！

～「ビジネスオーディション」が変わりました～
「神奈川県知事賞」を新設！

オーディションの流れ

「神奈川県知事賞」の創設
　昨年度まで、発表されたプランの中で最も将来性や独創性
が高いものに「優秀賞」を授与していましたが、今年度から「神
奈川県知事賞」に改め、副賞も５０万円に増額しました。併せ
て、「奨励賞」も２０万円に増額しました。あなたも、「神奈川県
知事賞」「奨励賞」にチャレンジしてみませんか？！

「アイデア部門」「アイデア賞」の創設
　なかなか「ビジネスプラン」にまで昇華しない「ビジネスアイ
デア」が、多くの方々の評価・アドバイスを受けることにより大
きく前進することがあります。
　「アイデア部門」はそういう状態で悶々としている方々のた
めに設けたものです。
　特に優秀と認められるアイデアには「アイデア賞（副賞：10
万円）」を授与しますので、お気軽にご応募ください。

「表彰」を充実しました！

審査方法

オーディションを活用して・・・

●問い合わせ
　かながわビジネスオーディション実行委員会事務局（ベンチャー支援課内）
　TEL　045（633）5203　FAX　045（633）5194
●ホームページ　http://www.kipc.or.jp/

　応募者には、次のような特典があります。これらの特典を最大限活用して「ビジネスプランの事業化」や「事
業のステップアップ」を実現してください。

※詳細については、ホームページをご覧いただくか、
　実行委員会事務局にお問い合わせください。

「スタートアップ融資」の融資対象に！
オーディションで一定以上の評価（県知事賞、奨励賞、アイデア賞および団体賞の受賞など）を得ると、神奈川県
制度融資「スタートアップ融資（融資限度額8,000万円）」の融資対象になります。
※ 融資申込後、金融機関の審査を経て、貸付が実行されます。
手厚いフォローアップ
オーディション終了後の大きな飛躍をサポートするため、応募者には、経営上の課題・問題点に対するアドバイ
スやビジネスプランのブラッシュアップ、各種支援制度の紹介などを必要に応じてサポートします。

●

●

「かながわビジネスオーディション申込書」に「ビジネ
スプラン概要」などを記載し提出していただきます。

第2次審査を通過した方々を対象に、ヒアリング審
査を行い、オーディション当日に発表していただく
プラン・アイデアを決定します。

ご応募いただいた「ビジネスプラン」を30程度に絞
り込みます。

第1次審査を通過した方々から第2次審査のための
「ビジネスプラン」を提出していただきます。

第1次審査を通過した方々を対象にビジネスプラン
作成のポイントを指導します。

ご応募いただいた「プラン」「アイデア」を50～60に
絞り込みます。

6月1日（月）～
7月17日（金）

8月7日（金）

8月10日（月）～
8月24日（月）

10月5日（月）～
9日（金）

11月25日（水）

募集期間

第1次審査

ビジネスプラン
提出期間

第2次審査

ビジネスプラン
作成ガイダンス

ヒアリング審査

ビジネス
オーディション
（最終審査）

いくつかの部門に分かれて、プラン・アイデアを発表し
ていただきます。
それらの中から「県知事賞」などを選定し、表彰します。

・

・

第一次募集時の申込書にて審査し、二次審査に進む方
を選定します。

※

スポンサーやビジネスパートナーをひきつける魅力
あるプランを作成していただくために、第1次審査を
通過した方々を対象に開催します。

※

「ビジネスプラン」「ビジネスアイデア」の詳細を提出
していただく必要はありません。

※

　ご応募いただいたビジネスプランは、経験豊富なベンチャー
企業経営者や学識経験者等で構成する審査委員会で、「技術力」
「新規性」「市場性」「将来性」等の審査基準に基づき審査します。
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●問い合わせ 総務課　TEL 045（633）5201

今、この企業に注目！ 企業インタビューシリーズ 5

Ｑ.　創業７年目を迎え、順調な発展を遂げられています。
どのような点がお客さまに受け入れられているのですか。

Ｑ.　KIPや県など行政の施策も活用されています。メリット・
効果はいかがですか。

Ｑ.　現在、多くの企業が厳しい状況にあります。そのような
状況下で、一番力を入れて取り組まれていることは何ですか。

　昨秋のリーマンショック以降、やはり工事延期が増え、中には中止の
案件も出ています。ただ、この5月上旬から少しずつ延期案件の日程が
決まりつつあり、少し明るさが見えてきたという印象です。取り組みと
しては、不況というのとは関係なく、常に人材育成を気にかけています。

Ｑ.　最後に今後の展開、また社長の事業における夢を
お聞かせください。

　今秋に、東京都市大学と共同研究して進めてきた新工法の発表を
予定しています。来る10月に、新築住宅の売主に対しての瑕疵担保
責任を履行するための資力確保を義務付ける「住宅瑕疵担保履行法」
が施工されます。建設業者などがこの新工法に関心を寄せてくれる
のではないかと期待しています。新工法については今秋を楽しみに
していただきたいのですが、現在ある床沈下修正工法と合わせた両
方、短工期で行える唯一の会社を目指しています。
　先の新工法に加えて、これからも常に新しいものを生み出すべく、
研究開発に注力していくつもりです。いつまでも一つの工法にこだ
わっていては、次の成長にはつながりません。新しいことへの挑戦が
できる環境づくり。それが私の重要な役目でもあります。従業員一人
ひとりがエンジンとなって、“アップコン”というロケットをより速
く、より高く、そして真っ直ぐ飛ばしていけるようにしていきたいと
考えています。

　工場や倉庫、店舗のみならず、数年前より一般住宅や学校の受注も
増えてきました。また昨年、国土交通省による新技術情報システム
（NETIS）にも登録されましたので、道路や踏み掛け版、空港エプロン
などの公共工事分野での成長も大きく期待しているところです。

Ｑ.　お客さまも広がりを見せているそうですね。

Ｑ.　具体的にはどのような育成方法をとられているのですか。
　当社では入社後約１年で、現場施工を任せられるよう取り組んでい
ます。ただし、特殊な技術を用いた工法でもあり、マニュアルだけでは
対応できません。先輩から後輩への技術伝承が重要なキーになりま
す。ですから従業員一人ひとりが入社後も毎年成長し、後輩に指導で
きる人材になる必要があります。そこで各自がレベルアップを図れる
よう、土木施工管理技士、コンクリート診断士、測量士など資格取得を
奨励しています。

Ｑ.　その効果はいかがですか。
　資格取得の学習を通して、幅広い知識を獲得し、応用力がつきます。
現場においても臨機応変な対応ができるようになりました。そうした
先輩の姿が後輩にも良い影響を与え、「自分も…」という気持ちになっ
ているようです。

Ｑ.　さらに期待したいことはありますか。
　おかげさまで、いくつかの賞もいただき、感謝しています。ただでき
ましたら、「神奈川にこんなユニークな企業がある」ともっとＰＲして
いただけると助かります。他のかながわスタンダード認定企業なども
含め、ぜひ県内のみならず、全国に情報発信をしてほしい。それが必ず
や神奈川の発展につながるはずだからです。

松藤展和社長

　沈んだり凹んだり段差になった工場や倉
庫、店舗などのコンクリート床。従来は、コン
クリート床を解体して打直すコンクリート
打替え工法が採用されるのが一般的でした
が、時間がかかり、修正のために業務を止め
なければならない、といった問題点がありま
した。当社の工法はこれらを解決。沈んだ既
存の床に小さな孔を開け、そこに特殊ウレタ
ン樹脂を注入し、最終強度がわずか15分で
発現する樹脂の発泡圧力で沈んだ床を元に戻します。従来工法と比

較すると、約1/10工期（当社比）。また大
型プラントの設置も不要なので、工事は
お客さまの業務中でも行えます。
　補修のために一時的にでも業務を休業
すると、生産や売上の大幅減少は必至で
す。こうしたお客様の困った状況を改善
してきたことが、事業発展の要因だと考
えています。

「KIPからの助成や情報提供の支援
を有効活用させてもらっています」
（松藤社長）。写真右はKIPの成田治
マネージャー。

“かながわスタンダード”の認定を
松沢成文知事から受ける。 アップコン株式会社

本社：川崎市高津区坂戸3-2-1
　　 KSP東棟611
TEL  044（820）8120
ホームページ
http://www.upcon.co.jp/

　“ニッポン上げろ！”。元気な合言葉をもとに、躍進を続ける若い企業が川崎にあります。その名は「アップコン」
（松藤展和社長）。沈んだコンクリート床を自社開発の樹脂で持ち上げるのが事業内容です。この事業を通して、日本
全体のアップにも貢献したいと取り組む企業を紹介します。

まつ どう  のぶ かず

← 完全ノンフロン材のウレタン樹脂を使用した工法

　「かながわビジネスオーディション2004」での奨励賞受賞が、KIP
とのお付き合いのきっかけとなりました。その後、「かながわ“キラリ”  
チャレンジャー大賞」もいただき、また昨年の“かながわスタンダード”
の認定に先立って、「ビジネス可能性評価事業」を受け、Ａ評価をいた
だきました。申請書類の作成には手間がかかりましたが、当社のこと
を外部の方に理解してもらうために、
改めて自社分析をする良い機会だっ
たと思います。頭の中に漠然とあった
ものでも、いざ文章にすることで整理
ができることを実感しました。またお
付き合いができたことで、その後の
助成やアドバイスにつながり、とても
心強い存在といえます。
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前回の復習

 「貸借対照表」の意味

 自己資本比率について

計算上の注意

原因と対策

　前回の内容は企業の「短期的な安全性」を把握するため
の経営指標である“流動比率”について説明しました。 
　流動比率は次のように計算できます。

　例えば、前期の資本の合計額が2000万円で、総資産が1億
円の場合は、自己資本比率は2000万円÷1億円×100＝
20%と計算できます。 
　この値が高い企業は、資産における資本の比率が高い企業、
すなわち返済義務のある借入金や未払金の比率が低い企業で
あり、長期的な安全性が高い企業と判断されます。 
　自己資本比率の目安は、中小企業全業種平均で14%となっ
ており、業種や企業規模にもよりますが、15～20%を超えて
いればおおむね健全で、マイナスだと何らかの経営的な問題
を抱えていると言えます。 

　回収不能になった売掛金など不良資産がある場合は、その
金額を資本と資産の双方からマイナスします。 
　代表者やその家族からの借入金（役員借入）がある場合は、
その金額を原則的注2に資本にプラスすることができます。 
　例えば、先ほどのケースで、500万円の不良資産と、1000
万円の役員借入がある場合の自己資本比率は、（2000万円－
500万円＋1000万円）÷（1億円－500万円）×100＝
26.3%となります。 

　自己資本比率が低い場合、一般的に次の理由が考えられ
ます。 
　（a） 金融機関からの借入金が多く、資本に対して資産が
　　　 膨らんでいる。 
　（b） 欠損が続き、利益剰余金が減少し、資本が減少して
　　　いる。 

　これらの数値は、決算書の「貸借対照表」に掲載されて
います。 
　計算する上での注意点は、以下の通りです。 

　「貸借対照表」とは、企業の資産状況を表す表で、「資産」「負
債」「資本」の3つの部に分かれます注1。「資産」の合計と、「負債」
と「資本」の合計が一致するため、バランスシート（Balance 
Sheet）略してB/Sとも呼ばれます。 

　今回解説する「自己資本比率」は、資産（＝負債と資本の合
計）に対する資本の比率を明らかにする経営指標です。 
　この指標は企業の「長期的な安全性」を把握するためのもの
で、前回解説した「短期的な安全性」を把握する「流動比率」と
セットで用いることによって、企業の「総合的な安全性」を把
握するために利用されます。自己資本比率の計算方法は次の
ようになります。 

自分の会社の経営内容を知ろう
財務分析の基本② ～「自己資本比率」の計算について～

中小企業のための経営教室2009

流動比率＝流動資産÷流動負債×100

自己資本比率＝資本÷総資産×100

貸借対照表の概念図

資金の
使い道 資産の部

負債の部

資本の部
資金の
調達方法

貸借対照表

金融機関からの借入金をチェックし、1年以内に返済す
る借入金の金額だけを「流動負債」に反映させる。 
流動資産の「受取手形」「売掛金」「棚卸資産」等に不良資
産がある場合は、その金額を流動資産から除外する。 

①

②

　直近の決算書だけでなく、一つ前の決算書でも計算を
行い、数値の推移を比較する。
　詳しくは、5月号の誌面をご覧ください。 

　（a）の場合、余剰資金の一部を金融機関に繰上返済すれ
ば、自己資本比率は改善しますが、返済すると現預金の減少
によって「流動比率」が減少する点に注意が必要です。前回説
明した「流動比率」等を考慮しながら判断する必要がありま
す。 
　（b）の場合、欠損が生じている理由を分析し、経費の節減
が必要なのか、売上が不足しているのか等を分析し、経営的
な対策を講じる必要があるでしょう。 

主な業種の平均自己資本比率

製造業

建設業

小売業

卸売業

16%

14%

7%

15%

業種 平均値

情報通信業

飲食業

サービス業

22%

2%

17%

業種 平均値

全業種平均 14%

　上図は、会計のテキストで説明されている一般的な貸借対
照表の形式です。決算書によっては、資産の下に負債と資本が
記載されている場合がありますが、意味は同じです。 
　貸借対照表の右側にある負債と資本は、企業の資産（資金）
の調達方法を示し、左側は資産（資金）の使い道を示します。 
　負債とは企業が金融機関から調達した借入金や、支払義務
のある買掛金や未払金が記載される部分で、「他人資本」とも
呼ばれます。一方、資本とは返済義務のない資本金等や、これ
までに獲得した利益（繰越利益剰余金）等が記載されます。 
　つまり、資産の内容にもよりますが、返済義務のない資本の
比率が高いほど、一般的には経営的な安全性が高いと判断さ
れます。

出典：中小企業庁編『平成19年度中小企業の財務指標』
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土地、建物、機械装置など、設備投資を検討されている中小企業の皆さまへ

１ 「インベスト神奈川」による支援
　県では、県内へ投資いただく企業の皆さまをサポートする
ため、5年間の期間限定で「インベスト神奈川（神奈川県産業集
積促進方策）」による助成、融資、税の軽減などの優遇制度を実
施しています。
　「インベスト神奈川」の申請受付期間は平成22年3月末ま
で、残り1年弱となりました。厳しい経済環境の中ではあります
が、競争力強化のため、設備投資を検討される場合には、ぜひ
ご活用ください。

（主な支援措置）
●施設整備等に対する助成
研究所：投資額の15％（最大20億円）
工場・本社：投資額の10％（最大10億円）

●雇用に対する助成
新規雇用助成：
　10人を超えた県内在住者の新規常用雇用
　1人につき100万円
障害者雇用助成：
　法定雇用率を超えた県内在住障害者の
　新規雇用1人につき100万円

●産業集積促進融資
●不動産取得税、法人事業税の不均一課税

※ 投資額、業種、立地地域、雇用者数等の条件があります。

２ 企業立地促進法による支援
　県下33市町村のうち、27市町の対象区域において、「IT／
エレクトロニクス、バイオ、自動車」関連分野の企業が、「工場
等の新・増設」、または「既存事業の高度化」を行う場合は、企
業立地促進法に基づく事業計画の承認を受けることで、次の
ような各種の支援を受けられます。

●問い合わせ
県産業活性課企業誘致室
TEL 045（210）5573、5574

（主な支援措置）

低利融資制度

信用保証の特例（別枠の保証限度額）

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

　（貸付割合、限度額の拡充） 

設備投資減税（特別償却の適用）

　［償却率］機械 15％、建物 8％

・

・

・

・

まとめ
　今回解説した自己資本比率と、前回解説した流動資産の関
係を表にしたのが下図です。

　この表は、あくまで貸借対照表だけの分析で、使用している
指標も2つだけなので、問題点の詳細な分析や解決方法に関
しては不十分ですが、経営内容を大まかに把握することは可
能です。
　自己資本比率の改善は、一般的に役員による増資以外の手
法では、改善に時間がかかる場合がほとんどです。それゆえに

平時より自己資本比率を把握し、数値が思わしくない場合、あ
るいは数字が悪化した場合は、現状では問題が出ていなくと
も、原因の分析と改善へのアプローチを探ることが非常に重
要です。
　特に左表にもあるように、自己資本比率だけでなく流動比
率も低い場合注3、企業の資金繰りが厳しい場合が多く、金融機
関からの追加融資も満足に受けられないことが多いので、す
ぐにでも対策が必要な状況と言えます。 
　KIPでは、こうした財務的な相談や、改善に対するアドバイ
スも随時提供していますので、ご相談ください。本記事に対す
る疑問・質問も随時お待ちしております。 

●問い合わせ　設備助成課　TEL 045（633）5066
e-mail　setsubi@kipc.or.jp

決算書やテキストによっては資本を「純資産」や「自己資本」、資産を「総資
産」や「総資本」という表記をしている場合がありますが、意味は同じです。
「代表者等からの借入金等については、原則として、これらを当該企業の自
己資本相当額に加味することができるものとする。なお、代表者等が返済
を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではない。」（金
融庁編著『金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕』4ページ） 
業種にもよりますが、自己資本比率がマイナスで、流動比率が80～100％
を下回っている場合は、特に注意が必要です。

注1

注2

注3

自己資本比率と流動比率の関連表
自己資本比率

低

低

高

高

流
動
比
率

〈 すぐに対策が必要 〉
短期的・長期的の双方から企業
の安全性に疑問があり、事業内
容に不安がある状態。

〈 急な出費に注意が必要 〉
現預金が少なく、短期的な安全
性に疑問がある状態。余裕資金
の借入調達を検討しても良い。 

〈 借入金の圧縮が必要 〉
短期的な懸念は少ないが、負
債が相応にあるので、長期的な
安全性に疑問がある状態。 

〈 理想的な状態 〉
短期的・長期的双方の安全性が
高く、今後の事業展開に不安が
少ない状態。 

80～
100%以下

20～30%
以上

マイナスの
場合

150%以上

　中小企業の皆さまが設備投資を検討される場合のメニューとして、「インベスト神奈川」と「企
業立地促進法」をご紹介します。これらによる支援を希望される方は、契約・着工前の早い段階で
ご相談ください。
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　“かながわ中小企業モデル工場制度”は、取引および雇用を通じて地域に貢献し、かな
がわの「ものづくり」を支えるとともに、経営環境の変化に即応できる柔軟な経営体制を
持ち、積極的な技術開発を行うなど、他の中小企業の模範と認められる工場を、知事が指
定するもので、このことにより、県内中小企業が活性化することを目指しています｡ 

■ 指定を受ける要件
次の要件を満たしていることが求められます。

■ 指定までの流れおよび指定期間
　各地域県政総合センター、県産業技術センター、KIPからの推薦に基づき、審査委員会において審査・選定の
上、知事が指定します。
　なお、指定期間は3年間ですが、適当と認められる工場については、審査委員会において審査の上、指定（期
間）を更新することができます。

■ 指定状況
　平成21年度は新たに次の2工場が指定され、現在では県内の114工場がモデル工場に指定されています。
　指定を受けた工場は、他社との交流を図れる「かながわモデル工場協議会」に加入でき、一層の経営の合理
化を進めています。

　モデル工場に指定されると県知事から指定書および標章が交付されますが、このことで「従業員のモチベー
ションが上がった」、「取引先や金融機関からの評価が上がった」などという感想をいただいております。

●問い合わせ　県工業振興課工業振興班　TEL 045（210）5640
●ホームページ　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kogyo/moderu/index.html
●かながわモデル工場協議会ホームページ　http://www.navida.ne.jp/k-model/index.html

■ 指定を受けた工場からは

平成21年度新規指定工場

（株）芝技研
　　久里浜テクノパーク工場

（株）西山製作所
　　本社工場

工場名 所在地、電話番号、ホームページ
横須賀市神明町１-52
046（838）5620
http://www.shibagiken.co.jp/

小田原市成田979
0465（38）2424
http://www.nishiyama-ss.co.jp/

主な製品

小径特殊精密鋼管、熱交換器用の高効率熱伝導管

シリコンウェハー、液晶用ガラス、光学レンズ等の
硬脆材料の精密加工、硬脆材加工装置開発

中小企業基本法（以下「法」という。）第2条第1項第1号に該当する製造業に属する事業を主たる事業とし
て営む中小企業者であること
過去に知事から優良工場等の表彰を受けた工場であること
県内において、原則として3年以上継続して事業を行っている工場であること
法第2条に規定する中小企業者以外の企業者（大企業者）の出資（株式会社にあっては株式取得）が50％
を超えていないこと、または代表取締役が派遣されていないこと

（1）

（2）
（3）
（4）

中
小
企
業
者
等（
製
造
業
）

3年ごとに更新申請

審
査
委
員
会

知　

事

推薦
神
奈
川
中
小
企
業
モ
デ
ル
工
場

調査

審査
選定

審査 指定更新

新規指定
県地域県政総合センター
県産業技術センター
神奈川産業振興センター（KIP）

県地域県政総合センター
県産業技術センター
県工業振興課

上記要件を
満たす工場

～ かながわ中小企業モデル工場制度のご案内 ～

かながわの“ものづくり”を支える
模範的な中小企業工場に指定します
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7月の「受・発注取引あっせん相談活用」のご案内
̶新規取引先の紹介、発注案件を紹介̶

　KIPでは、製造業等の中小企業の皆さまから下請取引あっせんなどのご相談をお受けする巡回あっせん相
談を実施しています。
　この相談は、KIP職員が開催場所に出向き、新規取引先の紹介、県内外の発注企業の動向やKIPに申し出の
あった発注案件などの情報提供を行うもので、この巡回あっせん相談を契機として新規取引先を獲得した企
業も数多くあります。
　新規取引先の開拓などで悩んでいる企業の皆さま。ぜひご利用ください。

藤沢商工会議所

小田原箱根商工会議所

横須賀三浦地域県政総合センター

秦野商工会議所

茅ヶ崎商工会議所

平塚市役所　市民相談室

大和商工会議所

7日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）

21日（火）

21日（火）

21日（火）

14:00～16:30※

13:30～16:00

13:00～16:00

13:00～16:00

13:00～16:00

13:30～16:00

13:00～16:00
●問い合わせ
　取引振興課　TEL 045（633）5067

開催場所 開催日 時 間

■7月の開催日程

※１ 川崎市産業振興会館6F
※２ 相模原商工会議所3F　相談室内（相模原商工会議所の専門相談として実施）

◎川崎駐在事務所、相模原駐在事務所でも次のとおり
　相談をお受けしますので、ご活用ください。

川崎駐在事務所※1

相模原駐在事務所※2
毎週木曜日

8日(水)、22日(水)

13:00～17:15

13:00～16:00

開催場所 開催日 時間

　先月号から始まった連載の第2回目は、下請法に定める親事業者が行ってはならない
禁止行為を解説します。

　KIPでは、下請取引適正化の推進のため、下請取引に関する苦情や紛争などの相談を
随時受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

　親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられて
います。たとえ下請事業者の了解を得ていても、また、親
事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触

れるときには、下請法に違反することになるので十分注
意が必要です。

親事業者の禁止行為

第2回　親事業者の禁止行為

禁止事項 概　要
受領拒否

下請代金の支払遅延

下請代金の減額
返品

買いたたき

購入・利用強制

報復措置

割引困難な手形の交付

不当な経済上の利益の提供要請
不当な給付内容の変更・やり直し

注文した物品等の受領を拒むこと。

下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
受け取った物を返品すること。

類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理
由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

有償支給原材料等の対価の早期決済 有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払
期日より、早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること。
費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること。

親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

“下請法”早わかり

※横須賀商談会開催のため14時からとなります。
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技術開発のパートナー  産技センターレポート

企業の技術開発に携わる人材の育成を支援

産技センターでの人材育成

　県産業技術センターでは、技術開発に携わる県内中小企業の人材の育成を支援しています。

オーダーメイド研修
　企業が抱える技術課題を解決するため、ご希望に沿ったプログラムを作成し、研修を実施します。

　業界で共通となっている技術課題を設定し、受講者を募集して実施します。
コース別研修

●問い合わせ　県産業技術センター　技術支援推進部　交流相談支援室　TEL 046（236）1500（内線2205）

初心者向け特許・実用新案検索セミナー 英語で検索する外国特許検索セミナー

日時：7月16日（木）　13:30～15:30
場所：西湘地域県政総合センター ２階会議室
　　 （小田原市荻窪350-1小田原合同庁舎内）
内容：産業財産権制度の概要、IPDLを利用した
　　  初心者向け特許検索方法の紹介

日時：8月20日（木）　13:30～15:30
場所：県産業技術センター ２階講義室
　　 （海老名市下今泉705-1）
内容：欧州特許庁、米国特許庁の特許検索DBを
　　  利用した外国特許検索方法の紹介

●定員：各回30名（予約先着順）　　●受講料：無料　　●講師：特許情報活用支援アドバイザー
●申し込み：下記のホームページにて申込用紙をダウンロードし、FAXにてお申し込みください。
　　　　　  http://www.kanagawa-iri.go.jp/
●問い合わせ：県産業技術センター 企画調整室　TEL 046（236）1500（内線2104）　FAX 046（236）1528

※詳細については、産技センターホームページ（ http://www.kanagawa-iri.go.jp/ ）でご確認ください。
　このホームページからメールマガジンの登録ができます。

特許情報活用セミナー

オーダーメイド研修のご利用の一例

　薄膜作製技術に関心のある企業のご要望により、ク
リーンルームの装置・設備を用いて、CVD法によるシ
リコン薄膜の作製技術、フォトリソグラフィによる薄
膜のパターン加工技術に関する研修を実施しました。
　研修実施後、この企業は、産技センターの依頼試験
制度や受託研究制度により、自社の開発課題として、
一連のシリコン薄膜の作製実験を実施されました。

クリーンルーム

　県内4カ所にある知的所有権センターの中核機関である産技センター・神奈川県知的所有権
センターでは、インターネット上の「特許電子図書館（IPDL）」を利用して行う、特許情報の活用
方法を解説するセミナーを開催します。

●開催案内：ホームページ、メールマガジンにて告知
●費用：各コースにより異なります
●期間：数日間

●申し込み：随時
●費用：65,000円
●期間：20日以内
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技術開発のパートナー  産技センターレポート

～ 燃焼合成SiAlON粉末の焼結技術の開発 ～

　セラミックスはその耐熱性、耐摩耗性、耐食性を利用して、
近年いろいろな部品に応用されています。しかし、セラミッ
クス自身が持つ「こわれやすさ」が機械部品への応用には大
きな壁になっています。この「こわれやすさ」を克服するた
め、セラミックスの製造は高度に管理された条件下で行われ
ているのが一般的です。このため、製造コストは高価になり、
結果的に部品応用への障害となっています。
　本研究開発では燃焼合成法によって、より強度の高い
SiAlON（サイアロン）粉末を燃焼合成し、その粉末を焼結す
ることをねらいとしています。燃焼合成法は原料を直接燃焼
させて合成するため比較的安価で均一なSiAlON粉末を作製
することができます。こうした安価な燃焼合成粉末を焼結
し、素材として提供できれば、各分野でのセラミックス部品
としての可能性が広がります。

　一般的にSiAlONセラミックスは、比較的高価な粉末である
Si３N４を主原料としてAlNまたはAl２O３とY２O３粉末を混合
した成形体を焼結し、焼結中にSiAlONを合成しています。本
研究開発では、すでに燃焼合成でSiAlONを合成した比較的安
価な粉末を焼結することでトータルコストを抑えたセラミッ
クス材料を提供することをねらいとしています。
　粉末同士を焼き固める焼結には微粉末ほど焼結性が良くな
ることが知られているため、燃焼合成粉を約0.5μm程度まで
粉砕し焼結・評価を行い、その結果を原料粉末作製にフィード
バックすることで燃焼合成粉末のレベルアップを図っていま
す。また、焼結方法も一般的な常圧焼結を基準に加圧焼結法
（ホットプレス法、HIP法）の検討を行い、セラミックス素材の
信頼性向上をめざした材料開発を目的としています。

　現在ボールベアリングの素材は、一般的な用途に利用され
ている特殊鋼と、より高速または耐食性が要求される用途に
利用されるSi３N４の２材質に大別され、産業界で利用されて
います。しかし、その価格差は約50倍となっており、Si３N４
ボールを利用した製品開発のコスト低減が課題になってい
ます。燃焼合成SiAlON粉末は比較的安価なため、現状のSi３
N４ボールベアリングの代替として有望です。
　そこで、ボールベアリングとしての応用を図るため、最適
な燃焼合成粉末の作製、成形方法、焼結方法について研究開
発を行いました。

　（株）イスマンジェイでは研究開発の成果を活用するとと
もに、エジプトの会社との提携により砂漠の珪石からシリコ
ンを現地製造することで安価でかつ安定的な原料の供給体
制を整え、増産による低価格化にも取り組んでいます。

　神奈川県には優れた製造技術を持った中小企業がたくさん
あります。ちょっとしたひらめきや小さな助言が、大きな成功
につながる可能性を秘めています。
　まずは、技術相談の電話を！

　汎用素材メーカーの(株)イスマンジェイから、セラミック
スの焼結および評価に関する「技術相談」があったことが、共
同開発のきっかけでした。その後、平成16年度～18年度の3
年間にわたり、「創業期・製品化支援モデル事業」において粉
末の成形・焼結、焼結体の評価等、セラミックスの作製から評
価まで一貫した開発を行ってきました。
　「創業期・製品化支援モデル事業」終了後は「受託研究」で開
発を進めています。

　燃焼合成法は物質を燃焼させることで、目的とする化合物
を合成する方法です。SiAlONの燃焼合成では、SiとAl２O３を
原材料に窒素雰囲気中で燃焼合成させています。こうした原
材料は比較的安価なものを利用できるため、燃焼合成
SiAlON粉末もコストを抑えることができます。

特殊鋼とセラミックスの両特性を備える超微粉末シリコン合金の開発について紹介します。

産（学）公による共同開発の事例に学ぶ！

●問い合わせ
　県産業技術センター　
　　　機械・材料技術部 　046（236）1500（代表）
　　　技術相談専用電話　046（236）1510（直通）
　　　ホームページ　http://www.kanagawa-iri.go.jp/
　(株)イスマンジェイ      044（873）3335（代表）
　　　ホームページ　http://www.ismanj.com/SiAlON製ボールベアリング

開発の意義

むすび

共同開発のきっかけ

共同開発の内容

共同開発の応用

燃焼合成によるSiAlON粉末の合成

燃焼合成SiAlON粉末の焼結

ボールベアリングへの応用
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創業にチャレンジ！「かながわ創業応援キャラバン2009」開催

〔開催スケジュール〕
開催地 日時・会場・定員 テーマ 主な内容

第1回
小田原
(県西)

第2回
大　和
(県央)

第3回
川　崎

第4回
横　浜

第5回
横須賀

(横須賀三浦)

第6回
平  塚
(湘南)

7月4日(土)13:30～16:30
県小田原合同庁舎
（JR小田原駅西口徒歩15分）
100名

7月18日(土)13:30～16:30
大和商工会議所
（相鉄・小田急線大和駅徒歩5分）
70名

7月25日(土)13:30～16:30
川崎市産業振興会館
（JR川崎駅西口徒歩8分）
80名
8月1日(土)13:30～16:30
神奈川中小企業センタービル
(市営地下鉄関内駅7番出口徒歩2分、JR関内駅
北口徒歩5分、みなとみらい線馬車道駅徒歩10分)
80名

8月29日(土)13:30～16:30
ヴェルクよこすか
（京急線横須賀中央駅徒歩7分）
100名

9月5日(土)13:30～16:30
県平塚合同庁舎別館
（JR平塚駅北口徒歩20分）
60名

技術、栽培、販売の
連携による食の事業おこし

創業のいろいろなカタチを
披露します！

食で起業！

自らをブランド化する方法

社会起業・世直しビジネスの
創業

夢をカタチに！

●基調講演　「トマトで結んだネットワーク」
　　　　　   講師：アニス(株)　代表取締役社長　純浦　誠 氏 ほか
●パネルディスカッション
　「技術、栽培、販売の連携による食の事業おこし」
●支援策紹介
●事例発表　(株)イータウン　　斉藤　 保 氏
　　　　　　(有)ひげのぱん屋　横澤　 公 氏
　　　　　　(有)壺中天　　　　柳下 信行 氏
　　　　　　(株)アイスリー　　石井 正一 氏
●セミナー　「創業のポイント」
●支援策紹介

●基調講演　「お菓子づくりは夢づくり」
　　　　　　講師：(株)ブールミッシュ
　　　 　　  　　 代表取締役社長　吉田 菊次郎 氏
●パネルディスカッション　「食で起業！」
●支援策紹介

●ガイダンス　創業支援策の概要、創業者向け融資の活用
●基調講演　「自らをブランド化する3つのステップ」
　　　　　　講師：トラベルナレッジ代表
　　　　　　　　 旅行ジャーナリスト　村田 和子 氏　
●パネルディスカッション　「自らをブランド化する方法」

●基調講演　「不登校・ひきこもりの若者の社会参加を支援する」
　　　　　　講師：特定非営利活動法人アンガージュマン･よこすか
　　　 　　　　　理事長　滝田　衛 氏
●パネルディスカッション　「ビジネスで思いをカタチにする」
●支援策紹介

●基調講演　「地域に根ざしたパン作り」
　　　　　　講師：湘南大磯　(有)パンの蔵
　　　　　　　　 代表取締役　加藤 秀晴 氏
●パネルディスカッション　「創業のためのプラン作り」
●支援策紹介

　神奈川県は、創業チャレンジャーを「ホップ（意欲喚起）・ステップ（基礎固め）・ジャンプ（創業）」方式で応
援します。
　創業に向けた「ホップ」として、「イロハ」「心構え」が学べる創業フォーラムを県内各地で巡回開催します。
　創業に興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

●参加費　無料
●問い合わせ・申し込み　県産業活性課
　〒231-8588　横浜市中区日本大通1
　TEL 045（210）5562（直通）  FAX 045（210）8868

●ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyo/car
avan/index.html
上記のホームページのフォームメールから参加申込が
可能です。

スキルアップセミナーのご案内
　産業技術短期大学校、各職業技術校では、主に在職中の方を対象として、さまざまな専門分野のセミ
ナーを開催しています。社員のスキルアップをはかるために、また新たな技術を社員に身につけさせるた
めに、セミナーをご利用ください！

NO.

1

2

3

4

5

6

5

10

10

15

15

10

211

315

411

601

653

654

7/21、22、23、24

8/3、4

8/5、6

7/16、17、23、24

8/13、14

8/4、5、6、7

6/30

7/6

7/6

6/25

7/6

7/6

セミナー
ＮＯ. セミナー名 日程 時間 定員 受講料 申込

期限 会場・申し込み先

18：00

21：10
〜

8：50

16：10
〜

8：50

16：10
〜

8：50

16：10
〜

8：50

16：10
〜

8：50

16：10
〜

1,500円

5,200円

5,200円

3,000円

5,200円

10,400円

東部総合職業技術校
〒230-0034 横浜市鶴見区寛政町28-2
TEL 045（504）2800

東部総合職業技術校
〒230-0034 横浜市鶴見区寛政町28-2
TEL 045（504）2800

産業技術短期大学校
〒241-0815 横浜市旭区中尾2-4-1
TEL 045（363）1233

産業技術短期大学校
〒241-0815 横浜市旭区中尾2-4-1
TEL 045（363）1233

産業技術短期大学校
〒241-0815 横浜市旭区中尾2-4-1
TEL 045（363）1233

産業技術短期大学校
〒241-0815 横浜市旭区中尾2-4-1
TEL 045（363）1233

●問い合わせ
●ホームページ

各校へお問い合わせください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyojinzai/sangyojinzai/seminar/index.html

往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・電話番号、セミナーＮＯ・セミナー名、昼間の連絡先、在職職種・経験年数
を明記し、各校へご送付ください。（申込期限必着）　※いずれもテキスト代等実費は、自己負担です。

●申し込み方法

ティグ溶接（基礎編）

空気圧制御機器による
リレーシーケンス

C言語による組込み
プログラミング（H8編）

建設業のための建築CAD

画像処理ソフトを活用した
デザイン・広告物等の制作

木工・家具設計と製作

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sangyo/caravan/index.html
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　平成21年5月14日(木)、神奈川県庁本庁舎大会議場において、「第48回技能五輪全国
大会・第32回全国障害者技能競技大会推進協議会 第2回総会」が開催されました。
　総会では、競技・式典・大会管理に関する大会基本計画が承認されました。

～2010年の開催に向け大会基本計画を決定～
第48回技能五輪全国大会・第32回全国障害者技能競技大会推進協議会第２回総会を開催！！

　優れた技能者を目指し、それぞれの専門分野で技能を磨く

全国の青年技能者と障害のある技能者が一堂に会し、大会を

通じて交流と相互理解を深めるため、技能五輪全国大会並び

に全国障害者技能競技大会を、平成22年10月22日(金)～25

日(月)の4日間に同時開催します（両大会の愛称は「技能ル

ネッサンス！かながわ2010」）。会場は、パシフィコ横浜、県立

東部総合職業技術校、県立産業技術短期大学校等を中心に予

定しています。

　両大会の開催を契機に、ものづくり産業における技術・技能

の継承を推進し、優れた産業人材の育成を支援するとともに、

「ものづくり」の素晴らしさ、重要性をアピールしていきます。

また、障害のある方々の一層の職業能力の向上と、就業の促進

を図っていきます。

第2回総会で挨拶する松沢知事（会長）

　今後、大会選手の参加促進や育成・強化、また、大会実施計画

の検討や大会ＰＲのためのプレイベントの開催など、大会本番

に向けた取組を積極的に進めていきます。

　優れた産業が集積した神奈川県で開催する両大会が、「かな

がわ」らしく、また、夢と希望にあふれ、心に残る大会となるよ

う、引き続き、ご支援、ご協力をお願いします。

　「技能ルネッサンス！かながわ2010」の積極的な広報活動

を展開するために、大会愛称、会期、大会スローガン、イメージ

キャラクター等のロゴタイプ等基本デザインマニュアルを作

成しました。

　豊富なバリエーションを用意していますので、印刷物など

の作成時にぜひご活用いただき、大会広報にご協力をお願い

します。

　選手の参加促進、育成・強化を図るため、次の助成制度があ

りますので、ご活用ください。

●問い合わせ
　第48回技能五輪全国大会・第32回全国障害者技能
　競技大会推進協議会事務局
　（県産業人材課技能振興・全国技能大会推進室内）
　TEL 045（210）5718
●ホームページ
　http://ginou-kanagawa.com/

※ロゴ、助成制度の詳細は、推進協議会事務局までお問い合

　わせください。

中小企業等に所属する技能五輪全国大会参加選手に対する
大会参加費等の助成
参加選手所属団体（技能五輪全国大会は中小企業等に限る）
が実施する練習会開催経費に対する助成

・

・

大会の意義・ねらいについて 大会イメージキャラクター等ロゴタイプについて

「大会選手の参加促進、育成・強化」に向け
中小企業等への助成制度があります

大会開催に向けて



● 「新中期経営計画」スタート！ 1～3
● あなたを「最適な支援」へ誘導します
  4・5
● 「ビジネスオーディション」が
 変わりました 6
● 企業インタビューシリーズ⑤ 7
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● 土地、建物、機械装置など、設備投資を
 検討されている中小企業の皆さまへ 9
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I N FORMAT ION

融資制度

「創造的新技術研究開発計画」認定事業のご案内

　県では、新たな研究開発を行う中小企業を応援する認定制度を設
けています。この研究開発計画の認定を受けますと、中小企業新商品
開発等支援事業補助金や県の中小企業制度融資への申請など、各種
の支援措置を受けることができます。ぜひご活用ください。

中小企業制度融資のご案内
小口零細企業保証資金 労使で話し合い、夏には連続休暇の取得を！

　夏は心身の疲労を回復させるため、十分な休養が必要であるだ
けでなく、家族とのふれあいを深める良い機会です。健康で充実し
た生活を送るため、年次有給休暇や週休日を組み合わせて連続休
暇を取得しませんか。
　従業員が仕事と家庭を両立でき、生き生きと働くことができるよ
う労使が協力して、業務遂行体制・組織・社内風土等について合意形
成を図りつつ休暇制度の見直しを進めることが重要です。
　連続休暇の意義とその効用について労使間で十分に話し合いを
行い、休暇取得に向けたルールづくりを推進していただくようお願
いします。

●問い合わせ　県雇用労政課　045（210）5746

外国籍県民の就職問題へのご理解を

　外国籍県民の採用選考については、残念ながら今なお不適正な事象
もみられます。そこで、外国籍県民を取り巻く状況や就職の際の事例な
どについて講演を行い、より一層のご理解を深めていただくためのセミ
ナーを開催します。

外国籍県民就職差別問題啓発セミナー
●日程　７月10日（金） 14時～
●場所　横浜市教育会館ホール
●対象　人事・採用担当者
●定員　５００名　申し込み不要
●問い合わせ　県雇用労政課　045（210）5739

まごころのおもてなし

　KIP直営の万葉荘は朝夕食とも部屋出し！ご高齢の方やご家族連れの
皆さまにご好評をいただいています。旬の食材や相模湾の新鮮な地魚が
自慢の料理と万葉の昔から親しまれた当地の温泉をご堪能ください。

6月の調理長のおすすめ料理は
豪快な「アワビの踊り焼き」です
2,500円で通常料理に追加 
1,800円で通常料理の焼き物とお取り換え

●ご予約・お問い合わせ　0465（62）3755
　湯河原温泉 万葉荘　足柄下郡湯河原町土肥3-6

セミナー

朝夕のお食事は、ゆっくりお部屋でお召し上がりください

湯河原温泉

区　分 ４名様以上 ３名様 ２名様

一般室

一般室
トイレ付

日～金曜日

土曜日

日～金曜日

土曜日

8,800円

9,950円

9,350円

10,550円

9,950円

11,100円

10,550円

11,700円

10,550円

11,700円

11,100円

12,250円

区　分

特別室
日～金曜日

土曜日
9,350円

10,550円

10,550円

11,700円

11,100円

12,250円

６名様以上 ５名様 ４名様

要予約

陶芸教室も随時開催　お得な陶芸パックをご利用ください

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kinyu/seidoyushi/seidoyushi.html

●対象　従業員数20人（商業・サービス業は5人）以下の会社、
　　　　個人事業者等
●限度額　1,250万円（既存の信用保証付き融資残高との合計）
●融資期間　７年以内
●融資利率

●申し込み　県内の取扱金融機関
●問い合わせ　県内の取扱金融機関または県金融課
　　　　　　   TEL　045（210）5677、5695
●ホームページ

1年以内　年1.4％以内
1年超5年以内　年1.9％以内
5年超7年以内　年2.1％以内

●対象

●申請期限　7月17日（金）
●問い合わせ　県工業振興課工業技術班　TEL 045（210）5646
●ホームページ
　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kogyo/newtech/index.html

新たな技術に関する研究開発およびその事業化を行う県内に
事業所のある中小企業者等

お知らせ
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